
 

 

                                

 

      
  

 

 

肥育牛生産者の皆様へ  経営の安定のため、ぜひ加入しましょう！ 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
【※正式名称：肉用牛肥育経営安定交付金制度】 

 ・生産者負担金（事務手数料含む）の納付が必要です。 

  ・制度の詳細は、HPをご覧ください。（独）農畜産業振興機構：https://www.alic.go.jp 
                   （一社）長野県畜産会：https://nagano.lin.gr.jp 

牛マルキンに関するお問合せ先 
＜事務局＞ 

機関名 〒 所在地 電話 026-228-8809 

一般社団法人 

長野県畜産会 
380-0936 

長野市大字中御所字岡田 30-9 

（担当：大川 高野） 

FAX 026-223-0264 

E-mail info@nagano. lin.gr . jp 

＜事務委託先＞ 

機関名 電話 FAX 機関名 電話 FAX 

長野八ヶ岳農協 0267-91-0210 0267-91-1500 JA 中信畜産酪農営農

センター（松本ハイラ

ンド農協・あづみ農

協・大北農協） 

0263-88-6792 0263-88-6793 
佐久浅間農協 0267-56-3200 0267-56-3717 

信州うえだ農協 0268-23-4085 0268-22-0841 JA 北信畜産酪農営農

センター（中野市農

協・ながの農協・グ

リーン長野農協） 

026-283-8731 026-283-8761 
信州諏訪農協 0266-62-2032 0266-62-2145 

上伊那農協 0265-78-4088 0265-72-6230 
ながの農協みゆき営

農センター 
0269-62-5600 0269-81-2171 

みなみ信州農協 0265-52-6968 0265-21-2318 南信酪農協 0263-25-1700 0263-27-1345 

木曽農協 0264-23-3310 0264-23-3101 全農長野県本部 026-236-2217 026-236-2387 

洗馬農協 0263-52-4476 0263-54-4441 
(一社)長野県配合飼料

価格安定基金協会 
026-234-5105 026-234-5107 

  （令和６年12月作成） 

令和６年12月13日 

（６畜経第８号） 
問い合わせ先 

長野県庁園芸畜産課 
電話 026-235-7233 

 

 

牛マルキン※加入申込み手続きのお知らせ 

R７年度から新しい業務対象年間（R7～9年度の３年間）へ移行すること
に伴い、制度への加入申込み（新規・継続）を受付けています。 

肉用牛生産者要件審査申請書の提出期限（事務委託先経由事務局） 

：令和 7年 1月 17日（金）必着 
 
☆今期の登録生産者様へは、事務委託先より申請書を送付します。 

☆新規に加入を希望する場合は、お早めに以下の事務局・事務委託先へご相談ください。 

収益性が悪化した場合に、交付金が受けられる制度です。 
業務対象年間の途中での加入は、原則として認められません！ 


